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精華町 健康福祉環境部 子育て支援課
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FAX ０７７４-９５-３９７４

Email kodomo@town.seika.lg.jp



令和６年度から引き続き利用を希望される方も、改めて利用申込が必要です。

利用案内＆しおりの内容が年度ごとに変更する場合もありますので、必ずご一読いただきます

よう、お願いいたします。
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放課後児童クラブについて

● 放課後児童クラブとは

放課後児童クラブは、保護者や家族が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児

童に対し、授業の終了後に児童厚生施設等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健

全な育成を図ることを目的としています。

● 指導の目標

学校の放課後、児童が遊びを通じた集団生活の中で異年齢児との交流を深めることにより、相

互理解を深め基本的生活習慣を養うなど、豊かな人間性を身につけるよう育成することを目標と

しています。

● 対象児童

令和７年４月１日時点において町内に在住する児童で、放課後、保護者が共働きなどの事情で

不在になる小学校（特別支援学校小学部含む）に就学する児童（１～６年生）を対象とします。

● 支援員配置

放課後児童クラブ支援員の配置については、１放課後児童クラブあたり、原則２名以上を配置して

います。

ただし、放課後児童クラブの児童数等に応じて支援員を増員する場合があります。

・児童一人一人の自発性を大切にし、自主的活動を促す。

・スポーツや遊び等の集団生活を通じ、仲間づくりを進め社会性を伸ばすよう努める。

・日常生活に必要な生活習慣が身につけられ、規則を守っていけるよう促す。

・児童の安全管理と保健衛生の徹底を図る。

基本方針
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所在地

● 公営放課後児童クラブ （令和６年１１月現在）

（※）各児童クラブの学年毎で第１と第２の振り分けを行っています。申請時には児童クラブ名のみご記

入ください。

（※2）川西放課後児童クラブに関しては入所児童数によっては、分室を開設する場合があります。

● 民営放課後児童クラブ

※ひかりだい放課後児童クラブは、直接利用申込をしてください。

ひかりだい放課後児童クラブのみ民設民営となりますので、利用料も運営法人への直接納付となりま

す。詳細につきましては、運営法人へお問い合わせください。

児童クラブ名 所在地 電話番号 定員

精 北 第1放課後児童クラブ
精華町下狛河原田44番地

93-3396 60人

精 北 第2放課後児童クラブ 98-2137 40人

川 西 第1放課後児童クラブ 精華町北稲八間畑ヶ田15番

地1（※2）

94-4577 70人

川 西 第2放課後児童クラブ 94-5780 70人

山田荘 第1放課後児童クラブ 精華町桜が丘二丁目22番地

1

72-0782 60人

山田荘 第2放課後児童クラブ 71-8040 40人

東 光 第1放課後児童クラブ
精華町光台七丁目43番地1 95-3338

60人

東 光 第2放課後児童クラブ 30人

精華台 第1放課後児童クラブ
精華町精華台一丁目2番地1 95-3766

60人

精華台 第2放課後児童クラブ 40人

児童クラブ名 所在地 電話番号 定員

ひかりだい第1放課後児童クラブ※

（運営：社会福祉法人 千祥福祉会） 精華町光台七丁目11番地

（光台近隣センター内）
95－3820

40人

ひかりだい第2放課後児童クラブ※

（運営：社会福祉法人 千祥福祉会）
40人

かしのき放課後児童クラブ

（運営：社会福祉法人 京都長尾会）
精華町精華台一丁目2番地1 94-5585 80人
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開所日 / 閉所日 / 申込書

１．開所日

毎年度、４月１日から翌年３月３１日の下表の日とします。

※土曜日または長期休暇中の開所時間につきまして、午後１時の時点で利用児童がいない場合

は、午後からの放課後児童クラブを閉所します。また、午後からの活動計画の見通しをたて

るため、当日午前１０時までに登所または出欠連絡をお願いします。

※延長利用は、土曜日のみ利用不可です。

２．閉所日

次に定める日は閉所日とします。

・日曜日及び国民の祝日

・１２月２９日から翌年１月３日までの日

・気象警報発令等により学校が休校となった日

・その他、学校行事等で開所できない日

３．利用に必要な申込書

次の書類をご提出ください。

① 放課後児童クラブ利用申込書

② 個人情報確認同意書及び誓約書

③ 利用基準等に応じて必要とする書類 （Ｐ.４、Ｐ.５参照）

④ 放課後児童クラブ延長利用関係申込書 （※該当する場合のみ(Ｐ.１２参照)）

⑤ 祖父母等が保育できない申立書 （※該当する場合のみ(Ｐ.６参照)）

⑥ 誓約書（転入用） （※該当する場合のみ(Ｐ.６参照)）

⑦ 誓約書（就労用） （※該当する場合のみ(Ｐ.６参照)）等

開所日 開所時間

月曜日から金曜日 児童の下校時から午後６時まで

土曜日 午前８時から午後６時まで

春・夏・冬休み（長期休暇）の期間 午前８時から午後６時まで

その他学校休業日（学校の振替休日等） 午前８時から午後６時まで

延長利用（平日月曜日～金曜日、長期休暇

中、その他学校休業日）
午後６時から午後７時まで

①～③は必須書類
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利用基準と必要書類

● 利用基準

令和７年４月１日時点において、小学校（特別支援学校小学部含む）に就学する児童（１～

６年生）で、保護者が次の（１）～（７）のいずれかの事情に該当する場合です。

（１）家庭外で働いている

・昼間に居宅外で労働していることを常態としていること。

・週４日以上または月１５日以上の就労で、帰宅時間が午後３時以降であること。

【必要書類】 ①就労証明書（勤務先による証明）

②自営業証明書 ・商工会による証明

または

・民生児童委員による証明及び

営業許可証やチラシ等仕事の内容が確認できる書類

③農業従事証明書（農業委員等による証明）

※就労形態により、①～③のいずれかの書類を提出してください。

（２）家庭内で家事以外の仕事をしている

・昼間に居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。

・週４日以上または月１５日以上の就労で、午後３時以降も引き続いて仕事のために時間的

な拘束を受けること。

【必要書類】 ①就労証明書（供給先で証明）

②自営業証明書 ・商工会による証明

または

・民生児童委員による証明及び

営業許可証やチラシ等仕事の内容が確認できる書類

※内職をされている方は子育て支援課までご相談ください。

※就労形態により、①または②のいずれかの書類を提出してください。
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（３）病気や負傷または心身に障害がある

・疾病にかかり若しくは負傷し、または精神若しくは身体に障害を有する者。

・おおむね１か月以上の入院の場合、その入院期間。

・おおむね１か月以上の通院で、それに要する時間が週４日以上または月１５日以上で、帰

宅時間が午後３時以降である場合、その通院期間。

・その他おおむね１か月以上の、保育ができない旨を記載した医師の診断書等が提出された

場合、その記載期間。

【必要書類】 医師の診断書、または、障害者手帳の写し

（４）病気や心身障害者の同居の親族等の看護等をしている

・１か月以上にわたり疾病の状態にある、または精神若しくは身体に障害を有する同居の親

族を常時介護していること。

・おおむね１か月以上の入院の付添看護を必要とする場合、その看護期間。

・おおむね１か月以上の通院で、週４日以上または月１５日以上の通院看護を必要とし、帰

宅時間が午後３時以降である場合、その看護期間。

・その他おおむね１か月以上の、看護が必要な旨を記載した医師の診断書等が提出された場

合、その記載期間。

【必要書類】 医師の診断書または障害者手帳の写し、及び申立書

（５）妊娠中（出産前）であるかまたは出産後間がない

・出産日の前後８週間（計１６週間）のうち、必要な期間。

【必要書類】 母子健康手帳の写し（出産予定日がわかるもの）

（６）就学している（職業訓練校等における職業訓練を含む）

【必要書類】 在学証明書または学生証、及び時間割表等

（７）その他

・町長が認める（１）～（６）に類する状態にあること。

【必要書類】 町長が必要と認める書類
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利用申込に関する注意事項

●以下の方は利用申込の受付ができませんので、ご注意ください。

・申込書類の不備や記入漏れがある方

（消えるボールペンや鉛筆で記入している場合も受付ができません。）

・児童の利用日数が、週３日以上ない方（長期休暇中など一部事由除く。）

・現在通学している小学校の校区以外で開設されている放課後児童クラブを利用希望される方

・長期休暇のみ利用希望の方

●以下に該当する方は、追加で提出いただく書類があります。

・６５歳未満の同居の祖父母等がいる場合

→「祖父母等が保育できない申立書」をご提出ください。

・利用申込時点において、児童が本町に住所を有していない場合

→「誓約書（転入用）」をご提出ください。

※ただし、利用開始日の前日までに（４月一斉申込の場合は令和７年３月３１日までに、

年度途中利用申込の場合は利用開始日前日までに）本町に転入届の提出かつ居住され

なかった場合は、利用決定を取消しいたします。

・利用申込時点において、無職(求職中、内定含む）の場合

→利用申込時点で無職の場合でも利用申請が可能です。

「誓約書（就労用）」をご提出ください。

※ただし、利用開始日より1か月以内に就労証明書等の提出が必要です。期日までに就

労を確認できない場合は、利用を廃止（取消し）していただきます。

●その他

・４月入所一斉利用申込の受付期間において、申込児童数が定員を上回る場合、低学年（１

～３年生）の児童やひとり親家庭の児童等を優先し、利用決定をいたしますのでご了承く

ださい。

・利用決定にあたり、必要に応じて面談等を行う場合があります。

・昨年度から引き続きご利用を希望される方で、前年（令和６年）１２月以前の放課後児童

クラブ利用料が未納となっている方は、お申込みいただく前に必ずご相談ください。未納

状況の改善が確認できない場合は、利用廃止や、新たな利用を制限させていただくことが

あります。
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利用申込受付と利用開始日

● ４月一斉利用申込

・受 付 期 間：令和６年１２月２５日（水）～ 令和７年１月２９日（水）

・受 付 場 所：子育て支援課の窓口へ提出 … 平日 午前８時３０分～午後５時１５分

子育て支援課へ郵送で提出 … 令和７年１月２９日（水）の消印まで有効

放課後児童クラブの窓口に提出 … 放課後児童クラブの開所時間内

（※継続入所の方限定）

・利用開始日：令和７年４月１日

※利用決定を通知するまでは事前にお問い合わせいただいても、お答えできかねますのでご

了承ください。なお、利用決定通知書は、令和７年３月初旬頃に郵送いたします。

● 年度途中利用申込

・受 付 期 間：以下の表のとおり

・受 付 場 所：子育て支援課の窓口へ提出 … 平日 午前８時３０分～午後５時１５分

・利用開始日：入所希望月の１日

※各放課後児童クラブには定員があり、年度途中でも空きが出るまでお待ちいただくこともあります。

＜受 付 期 間＞

利用開始希望月 受付期間 利用開始希望月 受付期間

令和７年 ４月 上記参照 令和７年 １０月
令和７年７月１日

～令和７年８月２９日

令和７年 ５月
令和７年２月３日

～令和７年３月３１日
令和７年 １１月

令和７年８月１日

～令和７年９月３０日

令和７年 ６月
令和７年３月３日

～令和７年４月３０日
令和７年 １２月

令和７年９月１日

～令和７年１０月３１日

令和７年 ７月
令和７年４月１日

～令和７年５月３０日
令和８年 １月

令和７年１０月１日

～令和７年１１月２８日

令和７年 ８月
令和７年５月１日

～令和７年６月３０日
令和８年 ２月

令和７年１１月４日

～令和７年１２月２６日

令和７年 ９月
令和７年６月２日

～令和７年７月３１日
令和８年 ３月

令和７年１２月１日

～令和８年１月３０日
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記入例

精華町放課後児童クラブ利用申込書

令和〇年○○月○○日

精華町長 様

申請者 住所 精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

（保護者）氏名 精華 太郎

電話 1234-56-7890

放課後児童クラブへの利用を次のとおり申し込みます。

利

用

児

童

（フリガナ）

氏 名
性別 生年月日

小学校名

（学 年）
区分

（セイカ ジロウ）

精華 次郎
男 平成２８ 年 ６ 月 １ 日

○○ 小学校

（新 ３ 年生）

□新規

☑継続

（セイカ ハナヨ）

精華 花代
女 平成３０年 ４ 月 ２ 日

○○ 小学校

（新 １ 年生）

☑新規

□継続

（ ）
年 月 日

小学校

（新 年生）

□新規

□継続

�
利
用
児
童
を
除
く
�

家

族

状

況

氏 名 生年月日 続柄
勤務先・学校名等

（勤務先等電話番号）

精華 太郎 昭和６１年８月１日 父
○○役場

（1234-56-7890）

精華 花子 昭和６２年１０月１０日 母
○○百貨店

（1234-56-7890）

精華 一郎 平成２４年１２月１５日 兄
○○中学校

利 用 を 希 望 す る

放課後児童クラブ名
○○放課後児童クラブ

利用を希望する理由 例：両親共働きのため、保育ができない。（具体的にご記入ください。）

利 用 開 始 希 望 月 令和 ７ 年 ４ 月

利 用 予 定 曜 日
☑月 ☑火 ☑水 ☑木 ☑金 □土

※あくまでも申込時点での予定であり、チェックした曜日以外の利用ができないということではありません。

延 長 利 用 希 望
☑あり ※ありの場合、延長利用関係申込書の提出が必要です。

□なし

備 考

□ 生活保護世帯

□ ひとり親世帯

☑ 多子世帯（放課後児童クラブを利用している児童に限る）

・出身保育所または幼稚園等（新1年生のみ記載）【 〇〇保育所 】

和暦でご記入くだ

さい。
令和７年４月時点

の学年をご記入く

ださい。

和暦でご記入ください。

当てはまる方は☑してくだ

さい。何か伝達事項等あり

ましたら、こちらにご記入

ください。

第１、第２の記入は必

要ありません。

前年度より継

続で利用され

る場合も申請

が必要です。

どちらかに

☑してくだ

さい。
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利用料と納付方法

● 利用料

利用料 月額 ５,０００ 円

延長利用料 月額 ２,０００ 円

※利用料及び延長利用料は月額制となっており、１日以上の在籍者は１か月分の利用料を納付

していただきます。日割り計算はしませんので予めご了承ください。

※個別におやつ代として、費用徴収はしておりません。

（放課後児童クラブを欠席された場合、おやつの提供は行いませんので、予めご了承ください。）

● 利用料の納付について

利用料の納付については、滞納なく払っている保護者の方との公平性を保つため、期限内納

付をお願いします。なお、滞納した場合は、自宅・勤務先等への電話連絡・訪問による督促

を行います。

また、利用料を３か月滞納された場合は、相談の上、ご利用をお断りすることがあります。
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● 納付方法

（１）口座振替

利用決定通知書に同封する『精華町預金口座振替依頼書』に必要事項を記入の上、複写にな

っている３枚を、はずさずにそのままで、直接、取扱い希望の金融機関の窓口へご提出くださ

い。

振替日は各月の月末です。ただし、１２月は２５日となります。（金融機関休業日の場合は、

翌営業日となります。）

※手続きに時間を要する場合がありますので予めご了承ください。

※放課後児童クラブ利用開始日までに口座振替の手続きを済ませてください。

※上記の指定（代理）金融機関は、変更になる場合があります。

（２）振込

ご都合により口座振替ができない場合は『納付書』を送付いたしますので、納付期限までに、

納付書裏面記載の金融機関の窓口もしくはコンビニエンスストアまたはスマホ用決済アプリ

で納付してください。

納付期限を過ぎると、コンビニエンスストア及びスマホ用決済アプリでの納付は出来ません

のでご注意ください。

納付期限

（口座振替指定日）

納付期限

（口座振替指定日）

令和７年４月分 ４月３０日 令和７年１０月分 １０月３１日

令和７年５月分 ６月２日 令和７年１１月分 １２月１日

令和７年６月分 ６月３０日 令和７年１２月分 １２月２５日

令和７年７月分 ７月３１日 令和８年１月分 ２月２日

令和７年８月分 ９月１日 令和８年２月分 ３月２日

令和７年９月分 ９月３０日 令和８年３月分 ３月３１日

利用料の納付は、原則 口座振替でお願いいたします。

京都銀行 関西みらい銀行

みずほ銀行 京都信用金庫

三菱ＵＦＪ銀行 京都中央信用金庫

三井住友銀行 京都やましろ農業協同組合

南都銀行 ゆうちょ銀行・郵便局（近畿２府４県）

りそな銀行

精華町指定（代理）金融機関
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利用決定後について

● 持ち物

・連絡帳

・ハンドタオル または ハンカチ

・ティッシュ

・水筒（お茶 または お水）

・弁当（土曜日・長期休暇期間・その他学校の振替休日等）

・その他、各放課後児童クラブで必要なもの（各放課後児童クラブで必要物品が異なるため、

利用開始前に各放課後児童クラブへご確認ください。）

● 緊急連絡カード

利用決定通知書に同封する『緊急連絡カード』を、必ず、放課後児童クラブ利用開始日まで

に支援員へご提出ください。なお、緊急連絡先を変更される場合、変更内容を必ず支援員にご

連絡ください。

このカードは大変重要なものになりますので、記入漏れの無いようにお願いします。

裏面にご記入いただく地図については、コピーでも可能です。

● 傷害保険の加入

放課後児童クラブ利用中の不測のけが・事故等に備えて、『傷害保険』に加入します。

保険加入料は、精華町（または運営法人）が負担します。

【保険内容】 通院１日につき １,５００円 / 入院１日につき ４,０００円

※原則、放課後児童クラブへの登降所中のけが・事故等は対象になりません。

持ち物には必ず、

名前をご記入ください
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利用決定後の各手続き案内

（１）申込内容の変更

世帯状況や就労状況など当初の申込内容に変更がある場合は、手続きを要する場合がありま

すので、子育て支援課へご連絡ください。

（２）利用廃止

提出書類：利用廃止届

提出期限：廃止される日の１週間前まで

※次の場合は利用廃止（取消し）のご案内をすることがありますので予めご了承ください。

・無断で５日以上連続して欠席した場合

・特別な理由なく１か月に１５日以上欠席した場合（土・日曜日、祝日は除く）

※利用廃止届の提出がない場合、放課後児童クラブに通所していなくても、その期間の利用

料をお支払いいただきますのでご了承ください。

※放課後児童クラブ支援員にその旨をご連絡ください。

（３）延長利用申込

提出書類：放課後児童クラブ延長利用関係申込書

提出期限：延長利用希望日の１週間前まで

※『放課後児童クラブ延長利用関係申込書』の『利用申込』にチェックしてください。

※放課後児童クラブ支援員にその旨をご連絡ください。

（４）延長利用廃止

提出書類：放課後児童クラブ延長利用関係申込書

提出期限：延長利用廃止日の１週間前まで

※『放課後児童クラブ延長利用関係申込書』の『利用廃止』にチェックをしてください。

※延長利用廃止届の提出がない場合、延長時間中に利用していなくても、その期間の延長

（１）～（５）の手続きに係る提出書類は、子育て支援課へご提出ください。

※お電話・メールでの受付はできません。郵送でのご提出は受付可能です。

※お子さまに預けての提出、放課後児童クラブへの提出は受付できません。

就労要件での利用中に退職等の変更があった場合、まず子育て支援課へご連絡ください。

就職活動中であることなどが確認できましたら、１ヶ月の猶予期間を設ける場合があります。
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利用料をお支払いいただきますのでご了承ください。

※放課後児童クラブ支援員にその旨をご連絡ください。

（５）利用休止

提出書類：利用休止届

提出期限：利用休止希望日の１週間前まで

※利用休止可能条件

・利用児童が病気やけが等により児童クラブを１か月以上休む場合

（利用休止期間は原則２か月以内）

・夏休み開始日からその年の８月３１日までに３０日以上連続して休む場合

※利用休止届の提出がない場合、放課後児童クラブに通所していなくても、その期間の利用

料をお支払いいただきますのでご了承ください。

※放課後児童クラブ支援員にその旨をご連絡ください。
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留意事項

● 間食（おやつ等）

各放課後児童クラブにおいて、開所日は利用児童に対して間食（おやつ等）を提供してい

ますが、放課後児童クラブを欠席される場合は、間食の提供は行いませんので、予めご了承

ください。また、アレルギー対応が必要な方には、おやつを持参いただく等個別に対応を相

談させていただくことがあります。

● 利用児童の通所・帰宅方法及び欠席・早退について

・土曜日及び長期休暇期間中等の自転車による登所は禁止です。

・４月～９月の午後６時以降、１０月～翌年３月の午後５時以降の帰宅は、保護者の迎えを

原則とします。なお、保護者に代わって中学生以上の兄姉等の迎えも可とします。

・利用児童の帰宅方法・帰宅時間等については、利用開始前に支援員と調整してください。

・利用児童が、放課後児童クラブを欠席・早退する場合は、必ず保護者から支援員に連絡し

てください。

・利用児童が、塾等により帰宅または退出した場合は、早退したものとみなし、その日の児

童クラブへの再登所は原則認めておりません。

● 利用児童が発熱やけが等をした場合

・３７度５分以上の発熱時 … 保護者に連絡の上、原則迎えに来ていただきます。

・けが等をした場合 … 応急処置を行い、保護者に連絡します。

※けが等の程度により救急（１１９番）対応を行う場合があります。

※新型コロナウイルス等の感染症の流行状況により、発熱時の体温基準は変更することがあ

ります。
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気象警報発令時及び地震発生時などによる臨時閉所等について

（１） 平日（小学校へ登校している日）の場合

・学校が休校となったとき ➡ 臨時閉所（気象警報が発令されていない場合も含む）

・学校登校後に一斉（集団）下校等となったとき ➡ 臨時閉所

・放課後児童クラブ利用時に気象警報（精華町及び精華町を含む山城南部地域）が発令さ

れたとき ➡ 臨時閉所

（２）土曜日及び長期休暇期間等の場合

・午前７時現在、警報が発令されているとき ➡ 自宅待機

・午前９時までに警報が解除されたとき ➡ 放課後児童クラブを開所

・午前９時までに警報が解除されなかったとき ➡ 臨時閉所

・熱中症特別警戒情報（熱中症特別警戒アラート）の発表時、京都府内のすべての暑さ指

数情報提供時点（全８カ所）において、翌日の日最高暑さ指数（ＷＢＧＴ）が３５（予

測値）に達すると予測される場合 ➡ 翌日臨時閉所

・精華町において、震度５弱以上（速報値）の地震が発生した場合 ➡ 臨時閉所

①前日下校時（前日が休日の場合は、前日の午後５時）から、２４時までに精華町で震度

５弱以上の地震が発生した場合 ➡ 翌日を臨時閉所

②０時から登校開始までに精華町で震度５弱以上の地震が発生した場合 ➡ 当日を臨時

閉所

（３）伝染病や感染症（インフルエンザ・新型コロナウイルス等）の発生により学年及び学級閉

鎖となった場合

➡当該学年及び学級に在籍する児童については、ご利用できません。

臨時閉所となった場合、保護者へメール等により連絡の上、原則迎えに来ていただきます。

災害時や非常事態が発生した場合は、保護者の方への連絡が困難になることが想定されま

す。その際の避難場所（自宅以外の児童の下校先）をご家庭内でお話しいただき、災害等

の状況に合わせて対応できるよう予め決めていただきますようお願いします。
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放課後児童クラブＱ＆Ａ

●利用基準

Ｑ１ 祖父母が同居していても放課後児童クラブの利用できますか？

Ａ１ 祖父母が６５歳未満で児童をみることができる場合は、放課後児童クラブの利用

申込はできません。児童をみることができない場合は、放課後児童クラブの利用が

可能ですが「祖父母等が保育できない申立書」が必要です。

６５歳以上の場合は、申込時に祖父母についての書類は不要です。

Ｑ２ 精華町以外の市町村に居住していますが、精華町内の放課後児童クラブを利用で

きますか？

Ａ２ 精華町内の放課後児童クラブを利用できるのは「精華町内に居住している児童の

み」です。

なお、利用申込時に精華町以外の市町村に居住している方で、利用開始日の前日ま

でに精華町に転入することが確実な場合は、精華町在住の方と同様に受付します。

ただし、町が定める「誓約書（転入用）」を添付してください。

※住民票が精華町にあっても、居住実態がない場合は精華町内の放課後児童クラブ

は利用できません。

※出産等の一時滞在の場合は利用できません。

Ｑ３ 現在、無職でこれから仕事を探す場合に、放課後児童クラブの利用できますか？

Ａ３ 利用開始日より就労予定であれば、誓約書をご提出いただくことで申込が可能で

す。ただし、利用開始日より１か月以内に就労証明書等の提出が必要となり、もし

ご提出がない場合は、放課後児童クラブを利用できる基準に該当しないものとして

利用を廃止させていただくことになります。

Ｑ４ 仕事を辞めました。放課後児童クラブの利用を廃止しなければなりませんか？

Ａ４ 仕事を辞めて、規定の利用基準に満たない場合は、放課後児童クラブの利用を廃

止していただきます。
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●必要書類

Ｑ５ 就労証明書などの必要書類は、申込時に一度提出すればその後は利用の廃止まで提出す

る必要はありませんか？

Ａ５ 利用基準を確認するために、申込時と７月（申込が４月以前の方のみ）の２回、必要書

類をご提出いただいております。また、職場が変わった場合や利用資格の理由が変わった

場合は、その都度必要書類（就労証明書等）を提出してください。

Ｑ６ 申込時にはすでに内定をもらっていますが、就労証明書は勤務開始日以降にしか発行が

できません。就労証明書の代わりに内定書の提出でもかまいませんか？

Ａ６ 勤務実態の詳細を確認することが難しいため、内定書での受付はできません。申込時に

は誓約書（就労用）をご提出のうえ、利用開始日から１か月以内に就労証明書を提出して

ください。

Ｑ７ 転職して仕事が変わりました。子育て支援課に届出は必要ですか？

Ａ７ 町が定める就労証明書を提出してください。

Ｑ８ 放課後児童クラブの利用を途中で廃止する場合は、届出が必要ですか？

Ａ８ 利用期間満了の場合は、届出は不要です。利用期間内に途中で利用の廃止をする場合は、

子育て支援課に「利用廃止届」を提出してください。

※必ず利用廃止日（利用廃止日は各月末）の一週間前までに利用廃止届を子育て支援

課に提出してください。提出が遅れた場合は翌月以降も利用料が必要となります。

Ｑ９ もうすぐ育児休業に入りますが、このまま放課後児童クラブを利用してもいいですか？

Ａ９ 育児休業中につきましては、放課後児童クラブを利用していただけません。利用廃止届

をご提出ください。なお、産後８週間（２か月）までは利用していただくことが可能です。
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Ｑ１６ 気象警報が発令されていない状況でも、学校登校後に一斉（集団）下校をされる場合、

放課後児童クラブは臨時閉所されますか？

Ａ１６ 気象警報が発令されていない状況でも、不審者発生時や害獣出没等のため各小学校判

断で一斉（集団）下校された場合、放課後児童クラブは臨時閉所といたします。

※ただし、小学校ごとに、各放課後児童クラブは対応を合わせます。

（例）Ａ小学校が一斉下校しているが、Ｂ小学校は一斉下校していない場合

…Ａ小学校の敷地内にあるＡ放課後児童クラブは臨時閉所しますが、Ｂ小学校の敷地内

にあるＢ放課後児童クラブは通常どおり開所いたします。

●その他

Ｑ１０ 利用申込前に放課後児童クラブの見学はできますか？

Ａ１０ 放課後児童クラブで行事がある場合等を除き、見学は随時可能です。事前に見

学希望の放課後児童クラブに電話で連絡してください。

Ｑ１１ 放課後児童クラブには、定員がないのですか？

Ａ１１ 各放課後児童クラブ毎に定員を設けています。Ｐ.２を参照してください。

Ｑ１２ 夏休みなどの長期休暇のみの利用は可能ですか？

Ａ１２ 長期休暇のみの利用はできません。

Ｑ１３ テレワーク等で放課後児童クラブを利用する頻度が減ったので、１か月間のみ

利用休止をすることは可能ですか？

Ａ１３ 利用休止可能条件（P.13参照）以外の理由による休止はできません。放課後児

童クラブを利用しない場合は利用廃止届をご提出のうえ、退所していただきます。

Ｑ１４ 放課後等デイサービスとの併用利用は可能ですか？

Ａ１４ 利用基準を満たせば放課後児童クラブと放課後等デイサービスの併用利用は可

能です。

Ｑ１５ 小学校区以外の放課後児童クラブを利用することはできますか？

Ａ１５ 児童の安全を守る観点から、小学校区が違う放課後児童クラブを利用すること

はできません。
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サポート事業

１．精華町ファミリー・サポート・センター事業

精華町ファミリー・サポート・センターは、育児の援助

を受けたい人（依頼会員）と行いたい人（援助会員）とが

会員となり、センターが仲介してお互いの信頼関係のもと

に助け合いを行う（有料）子育て支援組織です。

Ａ. 援助内容 ・保育所や放課後児童クラブなどへの

子どもの送迎

・子どもの一時的な預かり

・その他育児に関する必要な援助

Ｂ. 会員の種類

依頼会員 精華町に在住または在勤で概ね３か月から小学校６年生までのお子さんをお持ちの方

援助会員 以下の３つの要件を満たす方

・心身共に健康な２０歳以上の方

・精華町在住の、自宅等で安全に子供を預かることができる方（送迎のみの援助も可）

・援助会員養成講座を受講していただける方

両方会員 依頼会員と援助会員の両方を兼ねる方

Ｃ. 利用料金 平日 午前７時～午後８時 １時間７００円

土日祝日 午前７時～午後８時 １時間８００円

※１２月２９日～翌年１月３日は利用できません

Ｄ. 保 険 活動中の事故に備えて保険に加入しています。

Ｅ. 申し込みに必要な書類 写真（縦３㎝×横２.５㎝ / 親２枚 / 子ども1人につき１枚）

印鑑

本人であることを証明できるもの（運転免許証、パスポート、または健康保険証等）

各種団体が実施しているサポート事業を紹介します。

令和６年１１月時点の情報ですので利用される際は再度確認してください。

【お問い合わせ先】 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会 法人運営室

所 在 地 精華町大字南稲八妻小字砂留２２番地１ 「地域福祉センターかしのき苑」内

電 話 番 号 ０７７４－９４－４５７３

受 付 時 間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分（土･日・祝日除く）



２０

２．精華町社会福祉協議会『ふれあいサポート事業』

日常生活を送る上で、何らかの援助を必要とする方に対し、地域の協力者が家事援助などのサービスを提

供する会員制の福祉サ－ビス事業です。

Ａ. 援 助 内 容 保育所等の送迎、外出時の付添、家事手伝いなど

Ｂ．利 用 者 町内在住の方

Ｃ. 利 用 方 法 会員登録が必要（申込時５００円/年間）※原則として、１週間前までに申込み必要

Ｄ．利 用 料 平日 午前９時～午後５時 ３５０円/３０分

Ｅ. 保 険 活動中の事故に備えて保険に加入しています。

３．精華町シルバー人材センター『子育て支援 委託事業』

概ね６０歳以上の方が会員として加入しており、お困りの方々の暮らしのお手伝いをします。

Ａ. 援 助 内 容 子どもの保育所等の送迎、産前産後の家事援助、短時間の子守りなどのお手伝い

Ｂ．利 用 者 町内在住の方

Ｃ．利 用 方 法 事前にご依頼ください。また、ご依頼後、必要に応じて面談等があります。

Ｄ．利 用 料 内容により料金決定（例）迎え及び保育の場合：最初の１時間以内１，３２０円～

その後６６０円～/３０分

Ｅ. そ の 他 上記とは別に各種子ども会行事、自治会行事、子育てに伴うイベント等を企画・実施

することもできます。詳細はお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 社会福祉法人 精華町社会福祉協議会 法人運営室

所 在 地 精華町大字南稲八妻小字砂留２２番地１ 「地域福祉センターかしのき苑」内

電 話 番 号 ０７７４－９４－４５７３

受 付 時 間 平日 午前８時３０分～午後５時１５分（土･日・祝日除く）

【お問い合わせ先】 公益社団法人 精華町シルバー人材センター

所 在 地 精華町大字北稲八間小字井手ノ元２７番地１

電 話 番 号 ０７７４－９８－０５１０

受 付 時 間 平日 午前９時～午後５時（土･日・祝日除く）



２１

４．病児保育事業（やすらぎ保育園）

児童がケガや病気中である場合で、かつ集団保育や家庭での保育が困難な場合において、当該児童を一時

的に預かる「病児保育事業」を医療法人社団石槌会やすらぎ保育園で実施しています。

Ａ．利 用 者 生後６か月～小学６年生までの、病気中または病気回復中のａまたはｂの児童（医師の

診察で病児保育の利用が可能と判断された児童）。

ａ. 病気中や回復期で保育園等に通えない児童

ｂ. 病気中や回復期に保護者の都合により家庭での保育ができない児童

※居住地の制限はありません。どちらの市町村にお住まいでもご利用いただけます。

Ｂ．利 用 方 法 利用希望の方は、まず、やすらぎ保育園にお電話ください。ご予約をお取りします。

ご予約ができた方は、医療機関を指定の時間内に受診してください。

※同志社山手病院以外のかかりつけ医を受診される場合は、各医療機関にお問い合わせください。

※受診に関して、ご不明な点がございましたら、やすらぎ保育園にてご予約の際にご相談ください。

Ｃ．利 用 時 間 月～金曜日の午前８時３０分～午後５時

※土日祝・年末年始（１２月２９日～翌年１月３日）・警報発令時を除く

Ｄ．実 施 施 設 やすらぎ保育園 病児保育室

Ｅ．利 用 料 病児保育代 ２,０００円

昼食・おやつ代 ２５０円

利用日前日 利用日当日

予約 （やすらぎ保育園） 午前９時～午後５時３０分 午前８時～午前９時

診察受付（同志社山手病院） ー 午前８時３０分～午前９時００分

【お問い合わせ先】 医療法人社団石鎚会 やすらぎ保育園

所 在 地 京田辺市同志社山手二丁目３－６５

電 話 番 号 ０７７４－６５－３９３９



２２

５．精華町子育て短期支援事業

・ショートステイ事業

子育て中のご家庭で、保護者の方が入院や出張、育児の疲れなどの理由で、一時的に家庭で子どもを

みられなくなったとき、児童をお預かりする事業です。

・トワイライトステイ事業

子育て中のご家庭で、保護者の方が仕事などの理由で平日の夜間や休日に不在となり家庭で子どもを

みられなくなったとき、児童をお預かりする事業です。

Ａ．利 用 者 町内に住所を有する児童（０歳～小学校修了前まで）

Ｂ．利 用 方 法 利用申請書は精華町役場子育て支援課まで

・利用の一週間前までに申請をお願いします。

・施設の利用状況等により一時的に利用できないことがあります。

・利用時の持ち物について、利用案内時にお渡しする持ち物リストをご確認ください。

・保護者が施設へ送迎してください。

Ｃ．利 用 期 間 ・ショートステイ事業 同月内に７日以内

短時間（４時間未満）利用可／宿泊利用可（１泊～）

・トワイライトステイ事業 原則として６ヶ月以内

１日４時間程度、午後１０時までの利用を基本とする。

夜間養護事業 午後５時～午後１０時

休日預かり事業 午前９時～午後５時のうち４時間（学校の休み期間中）

Ｄ．実 施 施 設 京都大和の家 所 在 地 精華町大字南稲八妻小字笛竹３７番地

Ｔ Ｅ Ｌ ０７７４－９８－３８４０

いこま乳児院･愛染寮 所 在 地 奈良県生駒市元町２丁目１４番地８

Ｔ Ｅ Ｌ ０７４３－７４－１１７３

桃 山 学 園 所 在 地 京都市伏見区桃山町遠山５０番地

Ｔ Ｅ Ｌ ０７５－６１１－３１３６

Ｅ．利 用 料 ショートステイ事業 １人につき１日 ０円から５,４００円

トワイライトステイ事業 １人につき１回 ０円から１,３５０円

※食事代等が必要です。また、延長の場合、料金別途要。

※利用料については、世帯の状況によって異なります。

※利用料は直接、施設へお支払いください。

【お問い合わせ先】精華町 健康福祉環境部 子育て支援課 ０７７４－９５－１９１７




